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マル経融資
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

融資の条件
融資限度額 ２，０００万

返済期間 運転資金７年以内・設備資金１０年以内

担保 保証人 担保・保証人不要（手数料・信用保証料は必要ありません.）

利率 １．２１％ 貸付時の金利で固定（金利は変動します.）
※一定の条件で松戸市より最大３年間１％以内の利子補給が受けられます。

融資の対象 ●商工業者で従業員２０人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模事業者。ただし事業主、
家族、パート、アルバイト、法人の役員は除かれる（法人で役員以外の家族従業員は、従業員と
みなす。）
なお、サービス業のうち「宿泊業」と「娯楽業」は従業員２０人以下となります。

●商工会議所の経営指導を６ヶ月以上受けている方で個人、法人で所得税（法人税）、事業税、住
民税、源泉所得税、消費税等を滞納していない方（納期限の到来している納税額をすべて完納し
ていること）

●最近１年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っていること
●その他、多少の制約があります。
（注）日本政策金融公庫の非対象業種の方は利用できません。

必要書類 (謄本以外はコピーにてご用意ください）
個人企業 法人企業

①前年と前々年の確定申告書（税務署受領印のあるもの）
［税務署受領印がない場合納税証明書（その２）が必要です。
なお、個人事業者の場合は摘要欄に「事業所得」の記載が
必要］
［電子申告の場合は、税務署からのメール詳細を添付して
ください。］

②前年と前々年の青（白）色決算書（税務署受領印のある
もの）

③借入金のある場合は銀行別の借入額・毎月の元金の偏差
額・残高のわかるもの

④見積書・契約書など（設備資金申込の時に必要）
⑤直近の所得税・事業税・住民税・消費税の領収書
⑥実印

①前期と前々期の確定申告書及び決算書
※別表・勘定科目明細書を含む（税務署受領印のある
もの）
［電子申告の場合は、税務署からのメール詳細を添付してく
ださい。］

②前期の決算後６ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
③借入金のある場合は銀行別の借入額・毎月の元金の返済
額・残高のわかるもの

④会社の登記簿謄本（３ヶ月以内のもの）
⑤見積書・契約書など（設備資金申込の時に必要）
⑥直近の法人税・事業税・法人住民税・消費税の領収書
⑦法人の実印

［初めて申込みされる方の追加書類］不動産の登記簿謄本（不動産［法人・代表者名義等］を所有している場合）

マル経融資は、商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者が経営改善に必要な資
金を担保・保証人不要で商工会議所の推薦にもとづき融資される日本政策金融公庫の公
的融資制度です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置もございます。

がんばる企業を
応援します

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
別枠１，０００万円 利率 上記より▲０．９％

融資の対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
５％以上減少していること。

※特別利子補給制度により、売上が減少した小規模事業者（法人は売上高▲１５％減）については当初３年間は実質無利子と
なります。

お申し込みからご融資までの流れ (約一カ月程度）

お問い合わせ 松戸商工会議所（中小企業相談所）ＴＥＬ０４７－３６４－３１１１
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